


熟練技能を有する団塊世代の大量引退と、ものつくりやサービスの現場への若者の人職減少  

が相まって、現場を支える人材の効果的な育成が急務となっています。そこで、現場の中核と  

なる実践的な技能を備えた職業人を育成するための「実践聖人材養成システム」が法律に位置  

付けられました。   

このシステムは、「企業が主体」となり「新規学卒者」を主たる対象として、「自らの企業に  

おける雇用関係の下での実習（OJT：On theJob Tralnln9）」と「教育訓練機関における自社の  

二Lズに即した学習（OFFJT‥OfftheJobTrainmg）」とを組み合わせて行う、新たな実践型  

の訓練システムです。   
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■認定のための要件  

○訓練期間は6か月以上2年以下であること〔全老健のモデル事業では6か月間）  

○紙訓練時間は、訓鰊期間1年あたリ850時間以上であること  

ニ総訓練時間に占めるOJTの時間数の割合は、2割以上8割以下であること  

ニー対象者は、新たに雇い入れる15蔵以上35歳未満の看であること：全老健   

のモデル事業では平成20年4月1日の採用）  

′二訓練の修了時に客観的かつ公正な方法で職業能力を評価すること  

■施設が求める現場の中核的人材の育成・確保が可能となる   

実践聖人材養成システムでは、仕事の興味や問題意識を喚起しながら理論面での  

学習に取り組ませつつ、現場の生きた技能 技術を習得させることにより、実践的  

かつ体系的な能力を備えた人材の育成・確保が可能となります。   

■計画的な技能の継承が可能となる   

実施計画の策定や教育訓練期間中を通して、人材育成の専門家のアドバイスが得  

られることにより、施設に必要な技能の継承を計画的に行うことができます。   

■介護サービスの賞が向上する   

就業者のキャリアアップによる技術の向上が、ひいては介護サービスの質の向上  

を招き、利用者の満足度を高めます。   

■著者育成に積極的な老健施設であることのPRが可能となる   
厚生労働省の認定を受けると、募集広告等に「認定実践聖人材養成システム」と表示す  

ることができます。これにより、若者の人材育成に積極的な企業であることの評価を得て、  

優れた人材の確保、定着等の効果が期待できます。   

■各種支援制度（助成金等）を活用することにより   

訓練にかかる軽費負担を軽減できる   

実践型人材養成システムを実施するとともに、各種支援制度の手続きを行い、要件を満  

たした場合に、助成金等の支援制度を活用することができます。  



介護福祉士をはじめ有資格者確保が因難な状矧こなってきています。さらに、介護学校の数  

も年々少なくなり、専門性を肯した人材の確保がいちだんと厳しくなっている現状では、各施設  

においての独自の取り組みが必要となってきています。そこで、全老健では、厚生労働省より委  

託された「平成19年度実践型人材養成システム普及のための地域モデル事業」を実施します。  

本モデル事業において、施設が作成する訓練実施計画の策定や各種支援制度の活用のためのお手伝  

いをするとともに、ヘルパー2級の資格を取得できる研修を東京と福岡で開催します。   

以下、各施設が行う「実践聖人材養成システムの手続き」と全老優において準備している「モデル  

事業」についての流れをご説明します。  

スケジュール   

平成19年  
9月  

各施設が行うこと  

○訓練実施計画を   

作成します   

施設と教育訓練機関が十分に協議   
し、OJTと教育訓練機関における学   

習とを密接に組み合わせた訓練実施   

計画を作成します。   
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平成19年  
10月  

平成19年  
11月末  

平成20年  
4月  

平成20年  
9月末  

◎訓練実施計画を   

申請し厚生労働大臣   

の認定を受けます   

認定申請は、都道府県センター  

を通じて厚生労働大臣に提出する  

ことができます。  

◎訓練生を募集します  
※ただし、ヘルパー2破、介護福祉士の資格保育者   

は対象外となります。   

企業の広告や募集広告等に「認  

定実践型人材養成システム」と表示  

し、訓穎生を募集することができま  

○訓練生を選考し、   
雇用契約・訓練契約   

を締結します   

お互いの合意の上、雇用契約▲訓  

練契約を締結します。   

訓練期間中の訓練生は、労働者で  

すので労働関係法令を遵守するこ  

とが必要です。  

◎職業能力を  
評価します  

技能検定、職業能力評価基準のほ  

か、各種法令に基づく資格制度等の  

客観的かつ公正な方法により実施  

します。  

◎訓練開始   

ヘルパー2級研修の修了後、介  

護福祉士資格を持つ訓練担当者を  

中心にOJTを実施してください。   

（140時間）  
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●高校等在学生向け   

体験コースの運営  

●訓練希望者と訓練実施施設の   

合同睨明会・面接会の開催  
ヘルパー2組取得  

（455時間）   
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助成金の受領  

○モデルカリキュラム   

および能力評価書の作成   

介護保障制度の基礎、介護者人保  

健施設の理念と役割および介護概論  

を中心とするヘルパー2級の座学お  

よび介護専門技能習得を目指すOJT  

のモデルカリキュラムおよび能力評  

価書を作成します。  

◎申請書類の   

ひな型提供  

◎募集パンフレットの   

作成  

○介護老人保健施設   

介護職養成（ヘルパー2削   

研修の開催  
（財）介護労働安定センターの協力  

のもと、東京と福岡において開催し   

《モデル事業を実施するメリット》  

■若者育成に積極的な老健施設であることのPRが可能となる  

■各種支援制度（助成金等）を活用することにより訓練にかかる経費負担を軽減できる  

■訓練生の資質をモデル事業期間中に見極め、中核的人材の育成・確保が可能となる  

■施設中の教育訓練体制（OJT）が確立でき、計画的な技能の継承が可能となる  



責施設が「実践型人材養成システム」（厚生労働省）の   

認定を受けると、介護人材養成のための  

助成金を受けることができまも  

《今回のモデル事業で参加施設が受けることができる助成金受給額≫  

①0」T（職場内研修）に係る助成金受給について   

訓練生1人あたリ1時間600円（40万8千円を限度とする）  

②OFF一」T（外部研修）に係る助成会受給について   

以下の経費の3分の1（施設の規模によっては4分の1）に相当する額  

・外部研修にかかる受講料（1人あたリ5万円を限度とする）  

・外部研修中の賃金等  

※詳細については、最寄りの（独）雇用・能力開発機構都道府県センターまで   

お問い合わせください。   

また、実践型人材養成システムの実施や厚生労働大臣の認定に関する相談   

に関しても、最寄りの（独）雇用・能力開発機構都道府県センターまでお問   

い合わせください。  

⑬  社団法人全国老人保健施設協会  

〒105－0014 東京都雇区芝2－1－28 成旺ビル7階  

TELO3－3455－4165 FAXO3T3455－4172 URL http：／WWW．rOken．or．5p／  

担当：白井・大矢   




